
財団法人交流協会と亜東関係協会との間の

2 01〇年における日台双方の交流と協力の強化に関する覚書

財団法人交流協会(以下「交流協会」という。)と亜東関係協会 

は、197 2年12月26日に作成した「財団法人交流協会と亜 

東関係協会との間の在外事務所相互設置に関する取決め」第3項 

に関連し、次の項目につき相互交流を強化するよう努めることに 

つき共通認識に達した。

1. 双方は、地震、台風等に係る防災・災害復興の経験を相互に 

共有するとともに、防災対策、被害の軽減、突発事件への対応、 
災害復興等の分野の専門家閒の協力が強化されるよう努力す 

る。

2. 双方は、犯罪のグローバル化にかんがみ、国際犯罪対策の分 

野において日台間で可能な協力が進むよう努力する。

3. 双方は、人的交流の促進や犯罪防止の観点から、出入境管理 

の分野及び物品の密輸防止における日台間の協力が促進され 

るよう努力する。

4. 双方は、海上の安全・秩序の維持における日台間の交流及び 

’協力が進むよう努力する。

5. 日台間の経済交流を促進するため、双方は、貿易•経済に関す 

る広範な分野において、情報・意見交換を更に強化し、より一 

層の協力関係を構築していくために努力する。

6 .グローバルな新しいビジネスチャンスを開拓するため、双方 

は中小企業の協力関係促進に努力する。



7. グローバルな気候変動を含む環境問題に対処するため、双方 

は省エネ、新エネルギー開発等について協力と交流を強化する 

よう努力する。

8. 双方は、農業・漁業の永続的発展の重要性を認識し、農業・ 

漁業の協力と交流の強化に努める。

9. 双方は、日台間の人的往来が年間のべ2 0 0万人規模に達し 

ていることを歓迎し、観光交流の更なる拡大を推進するよう努 

カする。

1〇・双方は、日台間の地方自治体交流を歓迎するとともに、交 

流をより一層強化するため、必要な協力及び支援を継続してい 

<〇

11•双方は、研究者、留学生、青年及び学生等の交流が広範に行 

われていることを評価し、その一層の促進に努めるとともに、 

交流状況について意見交換を行う〇

12•双方は、相互理解に果たすメディアの役割の重要性を認識し、 

双方メディアの交流促進に努める。

13. 双方は、文化面での交流が双方住民の間の相互理解を深め 

る上で重要な役割を果たしていることを認識し、交流のよりー 

層の促進に向けて引き続き努力する。

14. 双方は、産業、科学技術、文化、観光等に関する双方の情報 

交流の強化に向けて努力する。

15•双方は、台湾研究及び日本研究の重要性を十分に認識すると 

ともに、双方の大学•研究機関が台湾研究及び日本研究の促進 

に取り組むことを歓迎し、必要な要望に対し提供可能な支援を 

実施していく。
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